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■埼玉県教育局　県立学校部　高校教育指導課　
　指導主事　原口真理子
　本日はお忙しい中、「令和２年度消費者教育フェスタ」
にご参加いただきまして、どうもありがとうございま
す。
　私は、埼玉県教育局　県立学校部　高校教育指導課
の原口真理子と申します。私からは「埼玉県における
消費者教育の取組」についてご紹介させていただきま
す。
　埼玉県における消費者教育の取組を３つの柱でご説
明させていただきます。
　１つ目として、連携した消費者教育の取組として当
課で実施しています、教職員研修会についてご紹介い
たします。成年年齢引き下げ研修会は、令和元年度よ
り実施しております。こちらは今年度の概要となりま

す。内容としては、公民科と家庭科の教員による授業
の事例発表と法務省から講師をお招きし、講演を行い
ました。

１ 関係機関と連携した消費者教育の取組
・教職員研修会

２ 協調学習の手法を用いた消費者教育の取組
・実践事例

３ 教員養成研修
・県立学校教育指導向上推進教員養成研修

次 第

２

埼玉県における消費者教育の取組

１ 関係機関と連携した消費者教育の取組

（１） 成年年齢引下げ研修会
（２） 校長向け講演会
（３） 教職員等消費生活セミナー
（４） その他

３

埼玉県マスコット「コバトン」・「さいたまっち」

　　

地方公共団体における
消費者教育の事例報告

【埼玉県における取組】
埼玉県教育局県立学校部 高校教育指導課

原口 真理子 氏

埼玉県立蓮田松韻高等学校 教諭

池垣 陽子 氏

埼玉県立三郷北高等学校教諭（現在、埼玉県消費生活支援センター研修生）

石田 実里 氏

令和２年度

消費者教育フェスタ
埼玉県における消費者教育の取組

埼玉県 教育局 県立学校部
高校教育指導課

指導主事 原口 真理子

１

埼玉県マスコット「コバトン」・「さいたまっち」
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　こちらは成年年齢引き下げ研修会のアンケート結果
です。参加者の約８割が研修内容に対して「非常に満
足」、「満足」と回答しております。参加者からの感想
では、「教科連携は理想的だと感じた」、「まずはできる
ことから考え、実践につなげたい」、「教科連携、関係
機関との連携は大変興味深かった」など、教科連携や
関係機関との連携について積極的な回答が得られまし
た。
　また、本年度につきましては、新型コロナウイルス
感染症の影響により、こちらの研修会は中止となって
しまいましたが、令和元年度では、このような研修会
を埼玉県消費生活支援センターと連携して実施しまし
た。また、知事部局の消費生活課と連携して、研究指

定校で不当表示広告調査を実施しております。
　今後の展望としては、令和４年度に向け、消費者教
育に関する授業研究を進め、成果をまとめていきたい
と思っています。
　２、協調学習の手法を用いた消費者教育の取組とし
て、授業の実践事例をご紹介します。
　埼玉県教育委員会では、東京大学 CoREF と研究連携
し、「知識構成型ジグソー法」の手法を用いた協調学習
の授業実践を通じて、アクティブ・ラーニングの捉え
直しを行っています。今回、ご紹介する授業では「悪
質商法の撃退方法を考えよう」を主課題とし、50 分の
授業で実施いたしました。
　はじめに、課題に対して個人で考えを深めます。次に、

１ 関係機関と連携した消費者教育の取組

１ 日 時
令和２年１１月２５日（水） 午後１時３０分から午後４時４０分

２ 参加者
約５０名

３ 事例発表
「協調学習の手法を用いた消費者教育の実践」
八潮南高等学校 公民科教諭
「消費生活支援センターと学校連携について」
三郷北高等学校 家庭科教諭

４ 講 演
「成年年齢引下げの意義と契約について」
法務省

（１） 成年年齢引下げ研修会

４

１ 関係機関と連携した消費者教育の取組

（２） 家庭科校長会
令和元年６月３日
鴻巣女子高等学校
埼玉県消費生活支援センターと連携して、講演会を実施

（３） 教職員等消費者教育セミナー
令和元年８月６日
大宮ソニックシティ
埼玉県消費生活支援センターと共催して実施

（４） その他
不当表示広告調査

６

埼玉県マスコット「コバトン」

２ 協調学習の手法を用いた消費者教育の取組

協調学習

８

主課題：悪質商法の撃退方法を考えよう

Ａキャッチ
セールス

Ｂ不当請求 Ｃ点検商法

自立した消費者の視点で、
悪質商法について意見をまとめる。

１ 関係機関と連携した消費者教育の取組

・アンケート結果
①非常に満足 ②満足 ③普通 ④不満

事例発表１

事例発表２

講 演

（１） 成年年齢引下げ研修会

５

①26.1 ②41.3 ③32.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
① ② ③

①41.3 ②43.5 ③13 ④2.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
① ② ③ ④

①31.8 ②40.9 ③25 ④2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
① ② ③ ④

アンケート提出 ４９名

２ 協調学習の手法を用いた消費者教育の取組

・実践事例

科目名 現代社会
学 年 ２学年

時 期 令和２年１１月

７

埼玉県マスコット「コバトン」・「さいたまっち」
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A キャッチセールス、B 不当請求、C 点検商法の３つの
資料を基に、各グループでロールプレイングを取り入
れ理解を深めます。A、B、C の資料で学んだ生徒が集
まり、新たなグループで課題について話し合い、グルー
プごとに発表し、それらを踏まえて個人で考えをまと
めました。
　この授業実践の担当者からは、「対話を通じてさまざ
まな事例に視野を広げることができ、協働で課題を解
決する姿勢が見られた。その中で既存知識を活用し、
関連付けて課題解決へ導くこともできた。」と感想をい
ただきました。
　今後は、消費者教育の取組をカリキュラムマネジメ
ントの視点で、家庭科と公民科等の教科連携も充実さ
せていきたいと考えています。

　３、教員養成研修についてです。「県立学校教育指導
向上推進教員養成研修」をご紹介いたします。埼玉県
では現職の教員を関係機関に派遣し、教育指導の向上
を目指した教員養成研修を行っています。消費者教育
の充実の観点から、令和２年度より埼玉県消費生活支
援センターへ家庭科教員を派遣し、教材の開発や消費
生活支援センターとの連携について研究しています。
この研修については、この後、石田先生から説明して
いただきます。

　私からは以上となります。ありがとうございます。

３ 教員養成研修

・県立学校教育指導向上推進教員養成研修

９

埼玉県マスコット「コバトン」・「さいたまっち」

３ 教員養成研修

１ 目的
県立学校における教育指導の向上を目指した推進教員を

養成

２ 期間
１年間

３ 主な研修先
東京大学、高大接続研究開発センター、ＪＩＣＡ東京、
日本科学未来館、女子栄養大学、株式会社 松屋フーズ、
埼玉県消費生活支援センターなど

４ 埼玉県消費生活支援センターへの派遣
令和２年度から派遣

県立学校教育指導向上推進教員養成研修

１０

埼玉県マスコット「コバトン」
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■埼玉県立三郷北高等学校　家庭科教諭　石田実里
　それでは、よろしくお願いいたします。三郷北高校
の家庭科の石田と申します。
　私は「消費生活支援センターと学校連携」について、
お話をさせていただきたいと思っております。まず、
今日お話しするのは、１つ目が消費生活支援センター
と連携した取組ということで、本研修の３つの柱にな
ります、デジタル教材作成と以下２点についてお話を
します。そして、最後に、これからの家庭科教育の在
り方について、少しお話をさせていただければと思っ
ております。

　まず１つ目、デジタル教材作成ですが、こちらはフ
リーカスタマイズ可能なデジタル教材を考えておりま
す。デジタル教材は多数存在しますが、そのほとんど
が著作権等の関係から加工ができません。そこで、穴
埋め、瑕疵を変えるなど、それぞれの学校の実態に合っ
た教材に加工できる教材を作りたいと思いました。使
用しているイラストはパワーポイントの図形を使用し、
組み合わせたものなので、著作権についても大きな問

題はございません。内容は、消費生活相談員さんに監
修をいただいております。また、現在、データの保管
場所やダウンロードできる場所を検討しているところ
でございます。

　２つ目、小中高の消費者教育の在り方についてです。
こちらの図は、今年度から小学校で使用されている教
科書です。契約について、小学校段階で学習すること
を恥ずかしながら、私は研修中に知りました。研修で
は小中学校で何を学習しているかを整理し、年次研修
などで伝えていく予定です。

　そして、３つ目になりますが、こちらが消費生活相
談員との連携モデル授業についてです。テーマは「イ
ンターネット通販のトラブルと対処法」です。感染症
の関係で１日のみの実施となりましたが、私の所属校
である普通科家庭総合１学年で実施をいたしました。
　注目すべきは、１学年全８クラスの家庭科の授業で、
消費生活講座を実施したことです。８回、同じ内容で
実施いたしました。体育館などで学年一斉に講座を行
うことが多いのですが、クラス単位で講座を行ってみ

消費生活支援センターと
学校連携について

埼玉県立三郷北高等学校 家庭科教諭
埼玉県消費生活支援センター長期研修生

石田実里

令和２年度 消費者教育フェスタ
2021年2月3日 越谷サンシティーホール

③消費生活相談員との連携モデル授業

A 消費生活支援センターと連携した取り組み

①デジタル教材作成

②小中高の消費者教育の在り方

B これからの家庭科の在り方

3

①デジタル教材作成 （消費生活相談員 監修、フリーカスタマイズ）

4

①デジタル教材作成

②小中高の消費者教育の在り方

新しい家庭５・６（東京書籍）P.34

5

①デジタル教材作成

②小中高の消費者教育の在り方

③消費生活相談員との連携モデル授業

１１月２７日
（金）

１１月３０日
（月）

1限 8:50～9:40 １－４ １－７

2限 9:50～10:40

3限 10:50～11:40 １－５

4限 11:50～12:40 １－６

5限 13:25～14:15 １－３ １－１

6限 14:25～15:15 １－８ １－２

テーマ「インターネット通販のトラブルと対処法」

・埼玉県立三郷北高校
（普通科）

・家庭総合 １学年

・全８クラス

・消費生活相談員２名
（交代制）

・家庭科教員とのT.T
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ました。また、相談員さんだけでなく、教員である私
と一緒に T.T（ティーム・ティーチング）による授業を
実施いたしました。

　こちらは事前アンケートです。70％以上の生徒がネッ
ト通販の利用経験があること、クーリング・オフや返
金について間違った知識があること、規約を読まない、
連絡先を知らない生徒が半数以上と、消費者教育が浸
透していないことを考えさせられるものでした。

　こちらは授業で配布したプリントの表面になります。
規約を読んで線を引かせたり、グループワークにも発
展可能な内容となっております。事前アンケートの結
果も踏まえ、正しい知識を持ってもらうために、相談
員さんと何度も教材を検討しておきました。

　そして、こちらは裏面となります。イラストは相談
員さん監修の下、消費生活支援センターのイラストが
大変上手な方に書いていただきました。生徒への反応
は抜群でした。
　モデル授業実施前後のアンケート結果です。トラブ
ルに遭ったときの連絡先を知っている生徒が 23％から

77％へ増え、規約を読むようになった生徒も倍以上に
増えたことから、今回の講座は一定の効果があったと
考えています。また、一斉授業のスタイルでなかった
点も、生徒の理解を深める一助となったようです。

　さて、この数字は何を表しているでしょう。埼玉県の
小中高生の相談件数です。そのうち、高校生が約半数
を占め、増加傾向となっております。販売手口としては、
圧倒的にインターネット通販が多くなっております。

　さて、本校教員に家庭科で消費者教育を実施してい
ることを尋ねてみたところ、半数しか知らないとの回

７９０件
小中高生の相談件数

（R元年）

４７４件（H30年度）
６６．７％増加

うち高校生

４２８件
小中高生の５４％

令和元年度埼玉県消費生活相談年報より

令和元年度埼玉県消費生活相談年報より

知っている
56%

知らない
44%

家庭科で消費者教育を実施していることを

知っているか

令和２年１１月

教員対象 n=37        石田調べ

76%

36%

55%

61%

51%

28%

24%

64%

４％

44%

39%

49%

72%

96%

１．ネット通販（有料ダウンロード等含む）を利用して買い物
をしたことがあるか

２．フリマアプリを利用して買い物をしたことがあるか

３．１・２でトラブルにあったことはあるか

４．一般的にネット通販でクーリングオフはできると思うか

５．一般的にネット通販で返品はできると思うか

６．ネット通販等の規約は読むか

７．消費者トラブルにあった時の連絡先は知っているか

☆事前アンケート☆ 全クラス 回答数 262/278人

はい いいえ/あいそうになった ない

１、ネット通販（有料ダウンロード等を含む）を、
利用して買い物をしたことがあるか

２、フリマアプリを利用して買い物をしたことがあるか

３、１、２でトラブルにあったことはあるか

４、一般的にネット通販でクーリング・オフはできる
と思うか

５、一般的にネット通販で返金はできると思うか

６、ネット通販の規約は読むか

７、消費者トラブルにあった時の連絡先は知って
いるか
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答でした。非常に残念でしたが、これが現実です。

　高校家庭科は生活全般について広く学習します。以
前は衣食住のイメージが強かった家庭科ですが、生活
事象全てにかかわるのは消費生活だと考えております。

　家庭科は学習すべき内容が幅広く、１つの単元にか
ける時間が短くなってしまいます。そこで、消費者領
域という分野に捉われない授業計画を提案したく思い
ます。その際、消費生活センターを活用し、複数単元
の内容を扱う消費生活講座の企画や他教科と連携し、
多角的に消費者教育を実施できないかと、現在、所属
校の先生と考えているところです。

　そして、成年年齢引き下げにあたり、こちらの質問
をしました。例えば、マルチ商法からいじめにつなが
るなど、生徒指導に関する問題が何も起きないと考え
る先生がゼロ％であったことが特徴的です。
　また、消費生活年報では、未成年取り消しができな
い成年になりたての年代がトラブルに遭うことが大変
よく分かっております。これらを踏まえると、高校で
の消費者教育の重要性は喫緊の課題となっております。

これまで被害防止教育が中心でしたが、消費者教育推
進法にもあるように、社会の一員として消費行動が社
会に影響を与える。つまり、消費者市民社会実現へ向
けて、高校生も消費者市民の一人であることを伝える
必要があります。
　ただ、このような倫理観には、エシカルの発想には
少々偏りもあることもあります。学校教育としては、
生徒自身が「これがいい」、「こういう社会は嫌だ」など、
選択できる力を身に付けさせたいと考えております。

　さて、教育に関する新しいワードが毎年出てきます
が、日常の中の自分らしい生活を、生き方を見出すの
が家庭科であり、家庭が社会とつながっていることか
ら、コネクターとしての役割を果たすと思っておりま
す。生きる力の習得のために、本当に必要な学びが何
かを皆さんにも考えていただくきっかけとなればと思
います。
　また、本研修は、消費生活支援センターや県の相談
員さんとの二人三脚で進めてまいりました。また、金
融広報中央委員会主催のコンクールで本研修の内容を

高校家庭科で扱う各領域の消費者教育との関連イメージ

食生活
食品ロス

食品表示 フェアトレード

住生活

賃貸契約 住環境
家族・人生

ライフイベントごとの支出
生涯の経済計画・管理

高齢者

悪質商法の被害拡大

製造背景 返品・解約

衣生活

子育て環境

ワークライフバランスと
経済計画・管理

保育

消費生活

食生活

家族・人生

高齢者

住生活消費生活

フェアトレード

売買契約 返品・解約

食品ロス

食品表示

賃貸契約 住環境

ライフイベントごとの支出
生涯の経済計画・管理

悪質商法の被害拡大

子育て環境

ワークライフバランスと
経済計画・管理

高校家庭科で扱う各領域の消費者教育との関連イメージ

衣生活

保育消費者教育にかける時間が短くなる
↓

分野（領域）に捉われない授業計画

①消費生活センターの活用

②他教科連携

思う
70%

思わない
0%

わからない
30%

成年年齢引き下げが始まることで、

校内で契約や消費行動に関する問題(生徒指導等)が起きると思うか

思う 思わない わからない 令和２年１１月

教員対象 n=37        石田調べ

ターゲットは成年なりたて

未成年取消できない

令和元年度埼玉県消費生活相談年報より

成年年齢引き下げを見据えた

高校での消費者教育の重要性

・被害にあわない

・合理的な意思決定ができる

・社会の一員として、消費行動が社会に
影響を与えることを知る

生徒自身が、

学校での消費者教育の目的

消費者市民社会

選択できる力

「これがいい」「こういう社会はいやだ」等

を身に付けさせたい

エシカル、倫理観
→ 偏り？

高校生も消費者市民

Society5.0 AI 人間らしさ

●日常の中に、自分らしい生き方を見出す＝ 家庭科

●家庭生活は個人だけでなく、社会とつながっている
＝ 家庭科が社会とつなぐコネクターに

これから本当に必要な学びとは？

ご清聴ありがとうございました
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報告し、奨励賞を受賞できましたのも皆様のお力添え
があってのことです。ご支援いただいたことに、この
場をお借りしてお礼を申し上げたいと思っております。
　以上で、発表を終わります。ご清聴ありがとうござ
いました。
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■埼玉県立蓮田松韻高等学校　教諭　池垣陽子
　私からは１年次の家庭総合で、「不当表示広告調査を
中心とした授業」に取り組んだことについてご報告い
たします。
　私は、昨年度、埼玉県教育委員会の派遣で、公益財
団法人消費者教育支援センターにて１年間研修を受け
ました。

　左下の画像は、エシカル消費や消費者市民について
学べる教材、「消費者アクションゲームⅡ」です。本校
の家庭クラブ員の生徒に協力してもらい、内容を検討
しながら作成しました。右上は、鹿児島県で行政職員、
相談員、教員を対象にした研修会でお話をさせていた
だいた際のものです。右下は、徳島県教育委員会が開
催した連続講座、高校生消費生活講座の講師を務め、消
費者教育支援センターが発行しているニュースレター
の表紙を飾りました。お手元に取ってご覧いただけま
すと幸いです。
　研修を通して専門的な知識、最先端の情報をお持ち
の方と連携した授業に取り組みたいと感じ、模索しな
がら授業を行っています。
　授業実践をお話しする前に、１年次の家庭総合初回
の授業で使用したパワーポイントの一部をご紹介しま
す。昨年、私が実際にドラッグストアで目にした光景

を提示し、自分なら買うか、買わないか。また、どう
してこのようなことが起きたのかを生徒に投げかけま
した。商品選択の際、値段だけではなく、背景に何が
あるかを考えること。情報を鵜呑みにするのではなく、
多角的な視点から批判的に考え、意思決定し、行動し
ていくことが大切であり、これを家庭総合の授業で養っ
ていこうと話をしました。

　消費生活分野で使用したプリントタイトルです。現
在の高校１年生は 18 歳で成人となるため、年間を通し
て 18 歳成人を意識した授業を展開しています。なお、
上から２つ目の「キャッシュレス社会を考える」は、
昨年度、ビザ・ワールドワイド株式会社から委託され、
研修先で作成した教材を使いました。２次元コードを

不当表示広告調査を中心とした

授業について

埼玉県立蓮田松韻高等学校教諭 池垣陽子

令和２年度消費者教育フェスタ in埼玉
令和３年２月３日（水）

1

自己紹介:消費者教育支援センターでの研修（令和元年度）

2

あなたなら買う？買わない？WORK ４

令和年2月28日
浦和のドラッグストア

3

１年次家庭総合 初回授業

どうしてこんなことが起きたのかな？

この情報は本当かな？

なぜ、こんなに高い（安い）のかな？

クリティカル・シンキング（批判的思考力）

情報をうのみにするのではなく、いろいろな角度から
じっくりと考えていくこと

⇒ 最終的に決めて行動するのは、自分！

4

• 契約を理解しよう
• キャッシュレス社会を考える
• かしこく買い物しよう
• SNSがきっかけで～まさか自分が被害者になるなんて～

⇒不当表示広告調査

• こんなトラブル超「いやや」
• 行動する消費者になろう

• チョコレートから見えるもの
• おいしいチョコレートの真実
• 消費者の権利と責任

1年次家庭総合 消費生活分野

5

（11月～1月実施／計13時間）

教材情報アクセス先
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読み取ると、教師用解説書と、１年半前に本校で授業
を行った様子を 13 分に編集した動画につながります。
よくできている教材なので、ぜひ一度ご覧下さい。

【目的】

• 不当表示に対する監視の強化
• 学生・生徒への消費者教育を通して、消費者被害
の未然防止を図る

【調査協力校】

平成１９年度から県内大学(及び大学生活協同組合)、
平成２１年度からは県立高校と連携し、学生・生徒が
調査を行っている。

【調査対象】

雑誌、インターネット及び新聞折込チラシ等の媒体に
おける商品・サービス広告のうち不当と思われる表示

埼玉県 不当表示広告調査とは

6

　埼玉県は県内の大学・高校と連携し、不当表示広告
調査を行っています。不当表示に対する監視の強化、
学生・生徒への消費者教育を通して、被害の未然防止
を図ることを目的としています。以前、前任校で本調
査に参加したことがあり、本校生徒にも取り組ませた
いと、５月に県消費生活課に依頼し、実現することが
できました。こちらは県が作成した広告を見るときの
注意点です。

　実施計画です。単発で取り組むのではなく、授業の
流れの１つに位置付けました。調査に参加するだけで

なく、県の委託事業である令和２年度インターネット
適正広告推進事業の啓発講座として、適格消費者団体・
特定適格消費者団体の NPO 法人「埼玉消費者被害をな
くす会」による講演会も開催していただきました。

講演会「SNSがきっかけで ～まさか自分が被害者になるなんて～」

• 講師は弁護士の武藤洋善氏
• 講演会の目的を、主催する埼玉消費者被害をな
くす会と共有し、連絡を密に取り内容を検討した

• 講演の冒頭に、テーマの前フリ（具体的な事例）
として教員による寸劇を入れ、生徒・教職員が興
味・関心を持ち、理解がすすむよう工夫した 9

（令和2年11月19日実施）

　講演会は、18 歳で成人となるに当たって、消費者被
害に遭わないため、また、加害者にならないために契
約に関する正しい知識を身に付け、適切な判断や意思
決定に基づいた消費行動ができるきっかけにすること
を目的としました。なくす会所属の武藤弁護士に、マ
ルチ商法と不当表示広告についてお話いただきました。
なくす会と目的や内容を共有し、講演の冒頭にはテー
マの前フリとして、年次の教員による寸劇を入れるな
どの工夫をしました。

埼玉新聞に掲載（令和2年11月28日付）

10

　講演会の様子は、地元紙の埼玉新聞に掲載されまし
た。休憩時間に取材を受けた生徒の生の声が掲載され
たことが、何よりもうれしかったです。
　生徒の感想です。「未成年は法律で守られているから、
１回くらい話に乗ってもいいわけではなく、法律で守
られていても、そうでなくても、断ることが重要だと
感じた」、「自分でしっかりと何が正しいのか、おかし
な点はないかと疑い、自分の目で判断すると学んだ」
と書かれており、生徒の意識・関心が高まったという
手応えを感じました。

事前授業

•契約に関する基礎的な学習
•毎回、ネットに関連した契約トラブルを取りあげる

講演会

•適格消費者団体・特定適格消費者団体 NPO法人
埼玉消費者被害をなくす会が主催 ※県委託事業

•マルチ商法と不当表示広告の２本立て

調査

•各自、SNSやネットで不当表示広告を探す
•スクショした画像をGoogle Classroomに提出
•調査票の記入

8

不当表示広告調査 実施計画

３時間

２時間

１時間
＋α
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　武藤弁護士による講演会後に、消費生活課の担当者
から調査の概要を説明いただき、週末課題として、普
段見ている SNS を中心に調べ、問題と思われるものを
スクショさせました。それを基に授業で調査票に記入
し、Google クラスルームに送信したスクショ画像を教
員が印刷したものと共に、県に提出しました。

　調査は１年次、６クラス 181 名が参加し、176 件の報
告がありました。広告媒体は圧倒的にスマホ、インター
ネットでした。商品・サービス別にみると、男女問わ
ずダイエットと美容関係が６割近くを占めました。そ
の多くが定期購入で、実際に購入して困っていると申
し出てくる生徒もいました。

　問題があると思われる表示は、「たった３週間で 10.2
キロ減少」、「通常価格 11,374 円が 100 円」、「初心者で
も月収 200 万円を目指して稼ごう」などの魅力的な、
でも、よく考えたらおかしいと感じるものが挙げられ
ていました。「不当表示を知らないと、だまされてしまっ
たり、損をすることが増えると感じた」、「事業者名や
連絡先がなかなか見つからなかった」ことは、調査を
して初めて気付いたようでした。目立たないところに
小さく「特定商取引に基づく表記」と記載があり、タッ
プするとやっと連絡先が出てくることを実際に体験す
ることで、多くの生徒が分かりやすい表示の在り方に
ついて考えていました。

調査で気づいたこと

14

　調査で気づいたことについて一番下の「困っている
人を一人でも助けてあげられたらなと思います」とい
うものは、生徒から報告のあった不当表示広告に対し、
県が行政指導、行政処分をすることを踏まえて書かれ
たものです。これはまさに消費者市民であり、狙い以
上のことを生徒が感じ取ったと、大変誇らしく感じま
した。
　今後の課題としては時間の確保です。通常の授業準
備より何倍も時間も労力も使うため、ある程度のノウ
ハウを共有できる仕組みづくりが必要であると感じま
した。また、実施する際は、教科、年次の教員、管理

講演会の感想

11

不当表示広告調査（令和2年11月25日～26日）

12

調査結果（報告176件の内訳）

15

ダイエット

63件
35.8%

美容

40件
22.7%

筋肉増強

25件
14.2%

健康

18件
10.2%

伸長

4件
2.3%

ゲーム

4件
2.3%

家電

3件
1.7%

豊胸

2件
1.1%

学力

1件
0.6%

食品

1件
0.6%

その他

15件
8%

スマホ

96件
54.5%

インターネット

57件
32.4%

新聞

19件
10.8%

折込 1件, 
0.6%

雑誌 1件, 0.6% その他 2件, 
1.1%

広告媒体別 商品・サービス別

問題があると思われる表示

13
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職のみならず、事務室の理解もないと、持続可能なも
のにはならないと感じました。
　消費者教育は全ての世代にとって必要不可欠な力で
あるからこそ、保護者も巻き込んで、取組や成果を広
く知ってもらうことは欠かせません。埼玉県は、力の
ある消費者教育の担い手が多いと感じる一方で、連携
がまだ弱いと感じます。そのような意味でも、業種を
越えたネットワークをどう広げていくかも課題です。
　埼玉県からの発表は以上になります。ご清聴ありが
とうございました。

今後の課題

16講演会の内容を踏まえ、蓮田市消費生活センターに電話相談する授業も行いました

• 時間の確保
通常の授業準備の何倍も時間・労力を使う

• 教職員の理解がないと、継続実施は難しい
• 業種を超えたネットワークをどう広げていくか


